
1 

 

第１号様式 
令和４年８月19日 

 
提 案 書 の 募 集 に つ い て 

 
 次の業務について、プロポーザル方式により契約の相手方を決定いたしますので提案
書を募集いたします。 
 

業務の内容 
令和４年度神奈川県企業庁ＤＸ推進のための基礎調査業務委託 

業務の仕様等 
別添資料「令和４年度神奈川県企業庁 DX推進のための基礎調査業務

委託に係る公募型プロポーザル募集要項」及び「令和４年度神奈川県

企業庁 DX推進のための基礎調査業務委託仕様書」のとおり（以下「募

集要項等」という。） 

契約期間（または履

行期限） 
契約締結日から令和５年２月 28日まで 

業務実施要件 
応募する会社・団体は、次のすべての要件を備えていることが必

要となります。 

(1) 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者である 

こと。 

(2) 神奈川県入札参加資格者名簿（物件の買入れ・物件の借入れ・ 
一般業務の請負 等）において営業種目として「情報処理業務委

託」に登載されている者で、「Ａ」又は「Ｂ」の等級に区分され

ているものであること。 

(3) 自治体業務の可視化や、データ利活用に関する分析・提案等 

について、国、地方公共団体又は民間企業等において過去５年

以内に実施した実績があること。 

(4) 神奈川県の指名停止期間中の者でないこと。 

(5) 仕様書に示す業務を公正かつ的確に遂行し得る者であるこ

と。 

(6) 労働保険加入事業所であること。 

 

 

 

 

と。 

(5) 労働保険加入事業所であること。 

提案していただく
内容 

募集要項等のとおり 

審査会開催予定日 令和４年９月14日 

その他 
・県では、契約に係る県の予算執行の適正を期すために必要があ

ると認めた場合は、契約の相手方の当該契約に係る処理の状況に

ついて調査を行うことにしています。このため、本手続きの結

果、契約する場合に取り交わす契約書には、次の条文を設けてい

ます。 

（業者調査への協力） 

第20条 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期

するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、

受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を

要請することができる。 

２ 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない

限り要請に応じることとし、この契約の終了後も、終了日の属

する県の会計年度から６会計年度の間は、同様とする。 
 
＊ 選定にあたっては、記載された見積額に当該見積額の10％に相当する金額を加算した金額に

よるので、提案書を提出する方は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業

者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載してください。 
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なお、記載された見積額に当該見積額の10％に相当する金額を加算した金額に円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てた後に得られる金額により提案があったものとします。 
 

上記の業務について提案書の提出を希望される場合には、業務実施要件を満たしてい

ることを確認できる書類を添付して、令和４年９月７日16時までに次の担当所属あて提

案書の提出をしてください。選定結果については、令和４年９月22日(予定)までに通知

いたします。 

なお、上記の内容に違反する、また要件を満たすことが確認できなかった場合には、

提案書は無効となります。 

（担当所属名) 
神奈川県企業庁企業局 
財務部情報管理課 

 (問合せ先) 
企画グループ 桒畑 
電 話 045-210-7065(直通) 
ＦＡＸ 045-201-3491 

 

 


